
○初期契約解除制度が利用出来る場合があります。

◇高齢者を家族に持つ方は、高齢者が不審な勧誘を受けていないか確認しましょう。

◇勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかりと確認しましょう。

◇必要のない契約はきっぱりと断りましょう。

光回線契約をアナログ回線に戻す場合にはNTT東日本に問い合わせましょう。

手続きは消費者自身でも可能です。別の事業者との特別な契約は必要ありません。

○光回線契約をアナログ回線に戻すのは消費者自身でも可能です。

独居している母の自宅を訪ねたとき、電話機の隣に今まではなかった四角い機械が置かれてい

るのを見つけた。母に話を聞いてみると、大手通信会社を名乗る事業者から電話が来て「アナロ

グ回線は使えなくなるので今のうちに光回線に替えてはどうか」と提案され、契約したとのこと。

その後、以前と比べて倍以上の料金を請求されてしまったという事例が実際に市内でも発生して

います。

NTT東日本及び NTT西日本では、2024 年以降、電話会社内の設備の切替を予定しています

が、現在使用中の電話機はそのままでも使うことが出来るため、手続きや工事は必要ありません。

※裏面もお読みください

契約してしまった場合でも、契約書の受領日から数えて８日以内なら

無条件で契約を解除することが出来る場合があります。
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大手通信会社を名乗る者から電話があり、「インターネット回線を解約し電話を

アナログ回線に戻すと今より料金が安くなる。アナログ戻しの工事をすれば費用を

キャッシュバックする」と言われて契約すると、大手通信会社ではない別の事業者

と契約したことになっており、更に身に覚えのないオプションサービスが付いてい

て、以前よりも料金が高くなってしまっていたという事例が発生しています。

高齢者を狙った「電話の光回線への切り替え」勧誘にもご注意を！

「光回線をアナログ回線に戻すと料金が安くなる」という勧誘に注意！！

対応や判断に不安、お困りの場合はお気軽にご相談下さい！契約・取引に関するトラブルのほか、

製品事故、多重債務等を受け付けています。登別市消費生活センター：☎８５－３４９１

※アナログ回線とは？……アナログ信号によって通信する従来型の電話回線のことです。

本紙では光回線をアナログ回線に戻すことを「アナログ戻し」としています。




